
           

納
付
猶
予
制
度
の
50
歳
未
満
へ
の

拡
大
に
つ
い
て 

平
成
28
年
７
月
１
日
か
ら
、
30
歳
未

満
を
対
象
と
し
た
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
の
対
象
年
齢
が
拡
大
さ
れ
、
50
歳
未

満
を
対
象
と
し
た
納
付
猶
予
制
度
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
28
年
６
月
以

前
の
期
間
は
、
30
歳
未
満
で
あ
っ
た
期

間
が
納
付
猶
予
制
度
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

納
付
猶
予
の
所
得
の
基
準
は
「
（
扶
養

親
族
等
の
数
＋
１
）×

35
万
円
＋
22
万

円
」
で
す
。
所
得
審
査
は
、
ご
本
人
と

配
偶
者
が
対
象
に
な
り
ま
す
。 

納
付
猶
予
の
期
間
は
、
申
請
時
点
か

ら
２
年
１
ヵ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
で
き
ま
す
。
猶
予
さ
れ
て
い
る
期

間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
額
の
受
給
額
が

増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
老
齢

基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
受

給
資
格
期
間
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
。 

 

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
に
つ
い

て 

 

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額
免

除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）
、
納
付
猶

予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
ら

れ
た
期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全

額
納
め
た
方
と
比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金

（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る
年
金
）
の
受

け
取
り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。 

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
額

す
る
た
め
に
、
免
除
な
ど
こ
れ
ら
の
期

間
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
（
追
納
）

が
で
き
ま
す
。 

た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け

ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て

３
年
度
目
以
降
の
追
納
の
場
合
、
当
時

の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。 

 

追
納
は
、
古
い
月
の
も
の
か
ら
納
付

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
次
の
点
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

・
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
納
付

す
べ
き
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
追
納
は
で
き
ま
せ
ん
。 

・「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」
が
「 

納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期
間
」
よ

り
先
に
経
過
し
た
月
分
で
あ
る
場
合
は
、

ど
ち
ら
を
優
先
し
て
納
め
る
か
本
人
が

選
択
で
き
ま
す
。 

追
納
の
お
申
し
込
み
を
希
望
さ
れ
る

方
、
ま
た
は
ご
相
談
に
つ
い
て
は
、
お

近
く
の
年
金
事
務
所
へ
お
願
い
し
ま
す
。 

           

日
本
年
金
機
構
に
お
け
る
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
へ
の
対
応 

平
成
27
年
９
月
に 

「
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
ま

し
た
が
、
日
本
年
金
機
構
の
情
報
流
出

事
案
を
受
け
、
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

見
直
し
な
ど
を
行
い
、
関
係
機
関
を
あ

げ
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
強
化
を
進

め
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
年
金

機
構
に
お
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

利
用
が
延
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
年
金
機
構
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
受
付
が
で
き

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
年
金
請
求
手
続

き
等
で
提
出
い
た
だ
く
住
民
票
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も

の
を
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

平
成
27
年
10
月
か
ら
、
厚
生
年
金
と

共
済
年
金
の
一
元
化
が
図
ら
れ
、
共
済

組
合
等
の
加
入
期
間
が
あ
る
方
も
、
年

金
事
務
所
で
の
年
金
の
請
求
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
が
、
日
本
年
金
機
構
で
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の

受
付
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
記
載
し
た
共
済
組
合
等
の
扶
養

親
族
等
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
に
つ

い
て
は
、
年
金
の
請
求
及
び
共
済
組
合

等
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
は
共

済
組
合
等
へ
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

※
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
書

類
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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